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生活保護受給母子世帯の自立支援課題

一生活保護ケースワーカーの役割一

1.はじめに

この調査報告は「護国の世代的再生産jに関す

る研究の一環として、生活困窮母子世帯への自立

支援を行っている援助者としての生活保護ケース

ワーカーの協力を得て、自立支援の現状と課題を

明らかにしようとするものである O

すでに青木の研究報告「貧弱の世代的再生産の

構造(2)Jでも触れられているように、離婚した

女性が直面する問題は、「お金の問題」、「仕事の

問題」、「子どもの教育の問題」として現れるが、

生活保護受給母子世帯は生活保護を受給すること

によって、思難の一つである「お金の問題jはと

りあえず解消され、残る二つの課題に関して生活

保護ケースワーカーや民生委員等の岳立支援を受

けながら取り組んでL、く存在のようにみえる。し

かしながら前出の研究報告のなかで分析している

母子世帯調査結果でも明らかなように、問題の構

造はそれほど単純ではない。

また当然なことではあるが、離婚した母子が

「お金の問題」を抱えるとはいえ、全ての母子世

帯が生活保護安受けるわけでもない。離婚に伴っ

て不安定化する所得や仕事、子どもの養育・教育

環境などを立て麗し、生活保護による所得の保障

を受けるまでもなく、母子世帯として自立した生

活を再構築している家族も少なくなし、。そうであ

るとすると、生活保護受給母子世帯の場合、「お

金の問題jが差し迫った閤難であると問時に、自

力で立て直すことが困難な問題が、「お金Jr仕事J
どもJの問題の裏側に存在し、相互に関連し

ながら原困と結果を構成していると考えられる。

したがってこうした生活保護受給母子世帯の自

立支援のあり方を検討する際に、現実にこのよう
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な世帯の自立を閤害している要因はなにかという

ことを出発点にして、自立を支援する人々はそれ

をどのように見ているのか、またそのような要因

を取り除くための指導や援助の方法はどのように

行われているのか、ということそみていく必要が

あるだろう。自立支援の現状と課題会分析するう

えで注目したい点、をあらかじめ示せば、次のよう

になる。

第1には、自立を阻害する要閣は、仕事の問題

に代表されるような、麗用情勢や就労環境などの

社会的な要因と、母親の鍵康や子どもの養育や就

学上の問題など、個人的ないしは家族内の要因に

分けて考えることはできるが、こうした要国をそ

れほど鯖単に分離することはできなし、。鍵藤問題

という一見すると錨人的な問題も、母親がおかれ

ている環境要閣と不可分に結び、ついており、また

雇用という問題にも密接に関連している。したがっ

て便宜的に社会的要因と掴人的要思に区分して観

察することがあっても、それらが相互に関連し合っ

ている状況に対して、どのように対応すべきかを

検討したい。

第2には、すでに前出の報告によって、生活保

護受給母子世帯を含む生活困難母子世帯の現状と

貧国・不利の世代的連鎖の構造が明らかにされて

いるから、そのような状況を踏まえて、援助を行

う人々の盟書要因のとらえ方、指導や援劫方法を

現実と照らし合わせながら検討するという方法で

おこなう。その際、現実と譲勤者の認識や指導援

助方法に「ずれ」が生じている場合、なぜそのよ

うな「ずれJが生じるのか、またその「ずれ」を

どのように修復し、現実にあった自立支援を展開

できるのかという点に留意したい。
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o 調査地域と聴き取り調査協力者のプロフィー
ル

(1)調査地域と楢祉事務所の特徴

8市は、製紙業を中心とする工業都市として発

麗し人口が増加しつづ、けてきた、数少ない地方中

核都市である。工業都市としての特徴として、近

年の長引く不況の影響で有効求人能率はこの数年

0.3~0.5 前後で停滞し、不安定就労人口が増加す

る傾向にある。またもともと人口異動が激しいた

めに、住宅種別世帯割合が、持ち家 51.6%、借

家 47.7%(うち公営住宅 25.4%)、その他 0.7%

に特徴的に示されているように、地縁・血縁といっ

た地域共同体的関係も希薄である。したがって、

失業、生計中心者との離別、傷病などに伴う生活

関窮状態に陥った家族・世帯に対する、インフォー

マルな支援のネットワークがあまり強いとはいえ

ず、生活困窮世帯が短期間に生活保護の申請に至

るという場合が少なくない。

また、この数年間の離婚率の推移を見ると、平

成8年度の 2.84、開 10年度3.25、同 13年度3.57

と着実に増加しているように見える。

これらの結果は、生活保護世帯の変化にもあら

われている。表o 1は、保護率の推移を見たも
のである。保護人員は平成9年度の 2，708人から

着実に増加し、平成 13年度では 3，447人になっ

ている。これに伴い保護率(人口に占める保護人

員の割合)は、 15.8パーミルから 19.9パーミ jレ

に増加して全道平均を上回り、全臨平均の倍以上

になっている。また表。 -2によれば、相談件数

もこの 5年間で 624人から 838人と 200人以上増

加し、申請受理件数も 291人から 326人と急増し

ている。平成 13年度の開始件数 285世帯は、休

Bを除く毎日 l世帯ずつ生活保護を開始している

ことを意味している。生活保護指当のケースワー

カーも平成 9年度 21名からは年度 28名へと 7

名増員されている。

B市の生活保護関係職員の全体像を示せば次の

通りである。平成 14年 3丹現在の生活保護世帯

数は 2，285世帯であり、福祉事務所組織は保鑓福

表。 1 生活保護率の推移 8市保健衛祉部保護課調べ(以下同じ)

区分
管内人口 保護世帯 保護人員 保護率 保護率 保護率 cw数

年度
(自月末) 月平均 月平均 全国平均 全道平均 B市平均 B 市

9年度 171，958 1.701 2，708 7.2%。 16.2先。 15.8施。 21 

10年度 172，528 1，815 2，864 7.5 17.0 16.6 21 

11年度 173，027 1，982 3，111 7.9 17.4 18.0 23 

12年度 172，922 2，147 3，360 8.4 18.4 19.4 25 

13年度 172，959 2，231 3.447 19.9 27 
し……ー

。-2 生活保護開始・廃止の状況

区分 関 ま台 療 止
相談件数 申請件数 却下件数

年度 世帯 人員 世 人員

9年度 624 235 O 255 417 164 261 

10年度 707 344 6 322 545 157 246 

11年度 730 383 5 352 630 207 359 

12年度 802 407 14 371 663 215 344 

13年度 838 326 10 285 447 216 346 
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祉部長を長として、そのもとに保護課長 l、副主

幹 4(内 1名が面接相談員で、他の 3人は係事務

取扱として査察指導をおこなう)、地区担当員は

面接員を含めてお名の体制である。 1担当員当

りの平均生活保護世帯数は 81世帯で、ほぼ法定

数を溝たしている O 査察指導員、地区担当委員と

も全員社会福祉主事資格を保有しており、組織的

体制は整備されている。

(2)聴き取り調査協力者のプロフィー111

聴き取り調査に協力いただいた方は、 8市で生

活保護を担当しているケースワーカー 10名であ

る。全員男性で、主事と主査である。主事と主査

は職名であり、いずれも生活保護担当のケースワー

カーである。主導主と主査では、年齢的には、

は30歳代で、主査は40歳代の方が多いから、平

均すると一回り以上違うことになる。庁内での配

属歴も主事では 2 回~4 聞であるのに、主主までは

4~8 回と培近く多く、ケースワーカー経験は平

均すると 2.7年である。社会揺祉養成系の大学卒

業者はいないが、ケースワーカー資格である社会

福祉主事資格は全員取持している。

平均の揖当世帯数は 82世帯で、その内訳は高

齢世帯29世帯、母子世帯 19世帯、傷病・ i壕害世

帯29世幕、その他世帯5世帯である。

調査に協力いただく方に関しでは、轄き取り調

蚕内容を伝えた上で揺祉事務所の主幹課に依頼し

て選んでいただいたので、全体の中では中盤以上

のベテランの方が多いが、調査の趣旨からして妥

当な人選であるといえるO

またB市は、生活保護担当世帯数については、

いわゆる基準数を遵守するように労使で合意して

いるために、近年生活保護申請・開始件数ともに

増加しているが、基準数に基づき生活保護ケース

ワーカーの補充をしてきている。したがって平均

担当世帯数も 82件と適正な水準にあり、生活保

護世帯の処遇に時間を割く余裕が保障されており、

生活保護受給母子世帯への援助・指導の現状を儲

き取りする上で貯都合である。

(3 )生活保護掠詣に配属されて感じたこと

聴き取り調査の内容に入る前に、公務員として

採用された職員が、生活保護ケースワーカーに対

して抱いていたイメージと、現実の仕事について

どのように感じているかを最初に見ておきたい。

50歳代の主査 1名をのぞいて、全員生活保護

ケースワーカー経験はなく、今回配属させてはじ

めて生活保護業務に鴇わった人々である。

辞令が交付された時の感想、は、 fうわさで聞い

たときには、死んだ人の葬儀全般の世話や、やく

ざでも病気ならば世話をしなければならない大変

な仕事と思っていたが、決して楽な仕事ではない

がうわさほどではなかった。(今は)やりがいの

ある仕事であると思うJ(P氏、 30歳代)という

に代表されるように、多かれ少なかれ、「大

変な職場jという博報に基づいて、かなりの覚悟

をしたうえで配属されている。

「人の『生き死に』に関わる仕事で、うかつに

対処できないというプレッシャーを感じJ(R氏、

40歳代)、「来たくない部署であるし、できるな

ら早く他の職場に移りたいJ(Q氏、 30歳代)と

大半の人は思っているが、その反面やりがいのあ

る仕事であると思っている人も少なくない。

4年前に一度経験して今回提ることを希望した

主査は、「公務員でなければできない仕事である

し、本音でできる仕事J(Y氏、 50歳代)、実際

に生活保護ケースワーカーの仕事について感想と

しては、「ケースワーカーとしての仕事は、やれ

ばやるほど仕事が増えてしまうので、(指導・援

助というケースワーク的な仕事をこなす能力と)

事務的な処理能力も間われる仕事J(U氏、 40歳

代)、「ケースワーカーとしての経験を積むほかに、

いろいろな経験が必要な仕事。育児棺談、交通事

散の相談、人生相談みたいなことにも対応しなけ

ればならないことがあるJ(X氏、 40識代)など

に代表されるように、豊富な経験とケースワーカー

としての能力とともに実務能力も求められる仕事

と見ている。このような見解は、ベテラン職員が

多いということと関連しているように思われるが、

よく生活保護ケースワーカーの仕事の一面そ把握
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しているといえる O

1 ケースワーカーからみた生活保護受給母

子世帯

(1)生活保護受給母子世帯の世帯類型別特徴

B市における世帯類型別世帯数を見ると(表1-

1)、平成 14年 4月現在の世帯数は、 2，262世帯

で、その内訳は、高齢者世帯 1，001世帯 (44.3%)、

母子世帯が 361世帯 06.0%)、児童世帯 1 (0.0 

%)、樟害者世帯 248(11.0%)、傷病世帯 519(22.9

%)、その他の世帯 132(5.8%)である O 回答し

ている生活保護ケースワーカーの多くは、 80世

帯強を担当しているが、その中で母子世帯は平均

すると 4分の l弱の 20ケース前後であり、生活

保護ケースワーカー全体の中ではやや母子世帯を

多く担当していることになる。

「生活保護を受けている世帯の中で、母子世帯

と高齢者世帯などとの違いはどのようなことで感

じますかJという問に対する回答は、「抱えてい

る問題の複合性」という形態上の違いと、「生活

保護に対する意識」の違いに大別されている。

① 「複合した生活問題を抱えるj世帯

母子世帯の形態的特識は、世帯規模に現れる。

世帯類型別の世帯人員を、平成 13年度の保護

開始・麗止状況表から見ると(表 1-2)、開

始世帯も廃止世帯も同様の傾向にあるが、高齢

表 1 世帯類型間生活保護世帯の状況

区分 局齢者 母子世帯
傷世病帯・(障%害) 

年度 世帯(%) (%) 

9年度
683 291 631 
(40.2) (17.1) (37.1) 

10年度
739 304 693 
(40.7) (16.7) (38.2) 

11年度 805 332 759 
(40.6) (16.8) (38.3) 

12年度 873 359 827 
(40.7) (16.7) (38.5) 

13年度
952 362 814 
(42.7) 06.2) (36.5) 

(I44 月年) 
1，001 361 767 * 
(44.3) 06.0) (33.9) 

本767t世帯のうち燈答者t量得は 248(11.0%)、
傷病世帯は519(22.9%)である。

その他
世帯(%)

96 
(5.6) 

80 
(4.4) 

86 
(4.3) 

88 
(4.1) 

103 
(4.6) 

133 
(5.8) 

者世帯や障害・犠病者世帯の平均世帯人員は

1.1 -1.3人で、そのほとんどが単身世帯である

のに対して、母子世帯は 2.7人と子ども二人を

扶養する世帯の多いことがわかる O

高齢者世帯、酷害・傷病世帯は、その意味で

は限定された世帯構成であり、生活問題はその

儲人の問題という側面が強いと考えられるが、

母子世帯の場合、その多くが稼働年齢段階にあ

る母親と就学期や就学前の子どもの両方に課題

があり、子ども遠の父親である離別した夫の開

題を引きずっていることが少なくない。「母親

の就労、子どもの蓑育、前夫の扶養義務J(S 

氏、 50歳代)の少なくとも 3つの問題が母子

世帯の生活問題としては存荘することになり、

しかもこれらの課題が棺互に関連し複合してい

ると受け止められている。このような認識は、

聴、き取り調査に協力してくれたケースワーカー

だけではなくて、生活保護ケースワーカーに共

通するもののように思われる。

それは、訪問頻度を決めるケース格付けに見

ることができる。世帯類型別に訪問格付け割合

を見ると(表 1-3)、全体ではAケース(月

に1自)0.1%、Bケース(2ヶ月に 1回)7.9 

%、 Cケース(3ヶ月に 1回)79.5%、Dケー

ス(6ヶ月に 1屈)1.5%、Eケース(1年に

l回)11.0%となっているが、母子世帯の場合

A.Bケースが 27.6%、Cケースが 72.0%、

D.Eケースが 0.2%で、ほぼ全ての世帯を 2

-3ヶ月に 1自訪問する計画になっている。つ

まり母子世帯は、高齢者世帯や傷病・障害世帯

に比べて訪問頻度を高めて、実態の把援や指導

援助を行う必要のある世帯と認識されているの

である。

問題の複雑さとしては、「前夫との関係、

どもの義育問題、就労の問題jが、共通して指

摘されているが、「自己破産の手続きの過程で、

弁護士から生活問題に関しては福祉事務所に棺

談するようにと指導されて、申請したケースが

あるJ(X)というように、多額の負債を抱え

ている世帯など、個別的にもさまざまな課題を
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抱えている世帯が母子世帯の特徴にもなってい

る。

@ r生活保護制度利用に関する抵抗感が少ないJ
世帯

生活保護受給母子世帯が他の生活保護受給世

帯との違いとして上げた点で、比較的共通して

いたもう一つの事柄は、「年齢的に若いためか、

生活保護利用の面で抵抗感が少ないように思うJ

(Y)という意見に代表されるような、生活保

護制度の認識のし方に関する点である。

「高齢者世帯の場合は、(生活保護を受けるこ

とに)遠藤があるように晃える、 20議代から

30歳代の母子世帯の場合、生活保護を受ける

ことによる負い毘を感じる人は少ないのではな

いかJ(P) ということになる O しかしこれは

ってきた時代背景の違いに伴う権利意識の相

違や「スティグマ」の受け止め方の違いという

というレベルの問題でもあるが、それ以上に

「抱えている問題が多いために、受けるのは当

然、と本人も考えるし、福祉事務所としても、子

どもを保育所などへ入所させることができない

場合には、やむを得ないと考えるJ(R氏、 40

歳代)というように、第1の点であげた複合し

た開題を抱える家族に対する支援の必要性の認

識とかかわっている。

(2)生活保護非受給母子世帯との比較

指導・援助者としての生活保護ケースワーカー

は、一般の母子世帯と生保母子との鴎に差異を感

じているだろうか。

「あまり違いはない、母子世帯は生保を受けて

いても、受けていなくとも生活の大変さは変わら

ないと思うJ(P)という意見もあったが、ほと

んどのケースワーカーは「かなり違う」と考えて

いる。

「学歴、親の育て方に問題があったのではない

かJという意見に代表されるように、母親自身の

生育陸の違いを指構する意見が多い。「母親自身

が生育期に生活保護を経験していた世帯がかなり

あるのではないかと思う。母子世帯に隈ったこと

ではないが、扶養義務謁査を行うと、親兄弟など

親族の中で現に生活保護を受けている人の割合は、

経験的に見て 1~2 割いると思う J (R) 

それが母子世帯の現状の、たとえば生活上のス

キルなどの欠如になってあらわれていると見る

見が多い。「家計管理がほとんどできていない、

安易に借金をするケースが多く、返済できないと

自己破産もまた安易に行うJ(X)、r(担当世帯
のなかで)子どもに精神遅滞があるケースが 3世

帯あるが、そのうち 2世帯は親も精神遅滞の問題

を抱えている。このような場合子どもの生活訓棟

等が必要になるが、親がその重大性を認識してい

ないために浩極的である。このように育児能力に

開題がある世帯が生活保護受給母子世帯には多い、

保育園や学校任せで、保育留からの指示などを無

視するケースも多しリ (R)

このような意見はやや一般的に過ぎ、

よるものなのか、生活の現状から来るものなのか

は一概に決めることはできない。

「生活保護受給母子世帯と一般母子世帯を区分

する要閣で大きいと思われるのは、結婚生活をし

ていた時代の夫の生計維持能力ではないかJ(W 

表1-2 t世帯類型別平均世帯人員(開始・廃止世帯)

開始・療止世帯 保護開始世帯 11 保護廃止世帯 /ノ

世 帯 類 型 世議 人員 平均人員 世帯 人員 平均人員

高齢者世帯 67 74 1.1 66 69 1.1 

母 子 t!t 帯 60 159 2.7 62 165 2.7 

障害者世帯 17 19 1.1 11 13 1.1 

傷病者世帯 116 153 1.3 64 78 1.2 

その他の世帯 25 42 1.7 13 21 1.6 
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氏、 40歳代)という意見は注目に値するO 彼の

観察によれば、「母子世帯になる前から生活が苦

しく、夫は不安定な就労の上に、飲酒・ギャンブ

ノレなどで多額の負債を抱え込み、逃げるようにし

て離婚して、生活保護を受けるようになったケー

ス」なので、夫が安定した就労をしていて、

費なり態謝料の支払いが可能な世帯ならば、生活

保護の受給には歪らないのではないかという。

したがって生保母子の自立支援を考える場合、

前夫の扶養調査も重要であるが、夫の扶養がまっ

たく期待できないケースについては、むしろその

ような夫から自由になった段階での生活の再建と

いう考え方で、自立支援の方策を検討することが

必要になる。

(3)自立支援の観点からみた生活保護受給母子

世帯の「タイプ分11J

生活保護受給母子世帯は、子どもを養育しなが

ら母親が生計中心者にならざるを得ない国窮世帯

という点では共通性があるが、ケースワーカーは

自立支援の観点からどのようなタイプわけをして

いるのであろうか。

聴き取りの中で挙げられたものを列記すると次

の通りである O

a 働いている世帯と非稼働世帯 (p、V氏、

50歳代)

b 親族関係がうまくいっている世帯、そうで

ない世帯 (Q)

C がんばる世帯、がんばれない世帯 (R)

d 家の中が片付いている世帯、乱雑な世帯

(W) 

e 受給期間が長い世帯、早く打ち切りたいと

考えている世帯 (X)

f 保護受給要因が明確な世帯、要因が特定で

きない世帯 (y)

これらの類型化は一見するとそれぞれ独立して

いるように見えるが、ケースワーカーにとっては

相互に関連しているものとして捉えられている。

すなわち a、 C、eのタイプ分けは、母親が就

労に意欲的で、早く生活保護を打ちきりたいと考

えてがんばるタイプの世帯と、保護の受給期間が

長くなるケースは、非稼働世帯の場合が多く、何

もがんばれないタイプの世帯という具合に関

連付けられて把握されている。また「親族との関

係が良好な世帯は、概して家の中もきちんと整理

されているが、親族との関係がよくない世帯は、

逆に家の中も乱雑で片付いていない世帯が多い」

(T)という O

生活保護ケースワーカーの見方はややステレオ

タイプ化されているが、母子世帯の自立に対する

表1-3 世帯類型別訪問格付表

格付 Aケース 8ケース Cケース Dケース Eケース i仁〉ヨ、 苦ロートi 

世帯類型 (月 1国) (2ヶ月) ( 3ヶ月) ( 6ヶ丹) (年l自) [構成比]

齢 世帯 O 
4 828 34 135 1.001 
(0.4) (82.2) (3.4) (13.5) [ 44.3J 

母子世
99 260 

O 
361 

(0.2) (27.4) (72.0) (0.2) [16.0J 

障 世 O 
4 190 

O 
54 248 

(1.6) (76.6) (21.8) [11.0J 

傷病 世帯 O 
38 423 

O 
58 519 

(7.3) (81.5) (11.2) [23.0J 

その他の世帯 2 (1.3) 33 97 
O 

133 
(24.8) (73.2) (0.7) [5.9J 

1仁3h、 百十
3 178 1，798 34 249 2，262 
(0.1) (7.9) (79.5) (1.5) (11‘0) (100.0) 
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意識や自立した生活を営む上で必要とされるもの

として、社会的スキjレに着目して類型化している

ことカまわかる。

自立を支援する立場からすると、このような見

方はそれとして重要ではあるが、生活保護受給母

子世帯の現実をより正確に認識するためには、 f

のような視点も必要なのではないか。

fの回答を寄せたケースワーカーは、「生活保

護受給母子世帯は生活保護を受ける理由が、生計

中心者の夫と離別したために生活菌窮状態に焔り、

母親が育児や傷病のために就労できないといった

一見明白な理由によるように見えるが、大部分の

世帯は生活保護を受給するかなり以前から同じよ

うな生活状態にあり、たまたま生活保護を申請し

たために受給するようになったにすぎず、生活保

護の受給要四がはっきりしないケースjであると

いう O こうした世帯の多くが、 eに類型化された

「受給期開が長い世帯Jに組みこまれていくとい

つO

生活保護受給母子世帯の自立支援の難しさは、

生存権保障のシステムとして生活保護の受給権を

保障しながら、なおかっこのような状加によって

生起する「福祉依存」の問題を克服する麗望をど

こに求めるかという点にある。

2 ケースワーカーの自立観と「自立閤害要国j

(1)生活保護官帯の「寝立j とは

前項で触れたように、生活保護世帯にとっての

自立とは何かということは、 f生活保護を受けな

くなることjといった単純な問題ではないと考え

られるが、生活保護受給母子世帯の場合に限定す

ると、世帯にとっての自立をこのように考える場

合が多い。そのおもな理由は、母子世帯以外の生

活保護世帯の場合、高齢や傷病障害のため、稼働

収入の増加などによって生活保護を受けなくてよ

い状態になる見通しを持つことは難しいのに比べ

れば、母子世帯の場合はその可能性が少しは存在

するということによるのであろう O

したがって生活保護世帯の自立とは、「生活保

護を受けなくなる状態jとすると、生活保護の支

えなしには消費生活が立ち行かない欝害者や高齢

者にとっては、自立は手の届かないものになりか

ねないし、たとえホームレス状態のような過酷な

生活環境であっても、生活保護を受けてさえいな

ければ自立していると見るということになり、人

間らしい暮しの自立とは程遠いものになる。「生

活保護を受けなくなるjということは、自立の一

部分である経済的自立の前提程度と考えなければ

ならないから、ここではカギ括弧っきの「自立J

としておこう。

しかし実際に「生活保護世帯が、生活保護を受

けなくなるJということは、どういうことを意味

しているであろうか。平成 13年度の8市におけ

る、世帯類型別の保護廃止世帯の状流(表2 1) 

から見ておきたい。

平成 13年度中に生活保護が箆止となった 216

世帯の廃止理由の内訳を見ると、「犠病の治議J3.2

%、「死亡・失掠J27.3%、「稼働収入の増加ー鶴

き手の転入J23.6%、「社会保障給付の増加J6.5 

%、「仕送りの増加・親類等の引き取りJ6.5%、

「施設入所J0.5%、「転出J14.8%、「その他J17.6

%となっている。「死亡等Jや「転出等j も生活

表2 1 母子世帯の廃止状況(平成13年度)

全世帯 辞退届 母子世帯 辞退屈
(%) 受理[%] (%) 受潔[%]

廃止世帯数
216 90 62 46 
000.0) [41. 7J 000.0) [74.2J 

傷病の治癒 7 6 
O O 

(主・員) (3.2) [85.7J 

死亡・失諒
59 

O O O (27.3) 

働きによる 48 38 25 20 
奴 入 増 (22.2) [79.2J (40.3) [80.0J 

働き の転入
3 3 2 2 
(1.4) [100.0J (3.2) [100.0J 

社会保障給付 14 7 2 2 
の 増 方日 (6.5) [50.0J (3.2) [100.0J 

仕送りの増加
1 
O O O (0.5) 

毅類等・施設 14 6 3 3 
の引取り (7.0) [ 42.9J (4.8) [100.0J 

転 出
32 12 15 8 
(14.8) [37.5J (24.2) [53.3J 

そ の 他
38 18 15 11 
07.6) [ 47.4J (24.2) [73.3J 
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保護からの「自立Jかも知れないが、一般的な岳

という観点から見ると、「死亡・失綜jと「施

設入所・転出Jの42.6%と、理由が不明の「そ

の他J17.6%は除外しなければなるまい。そうす

ると「傷病の治癒Jや「稼働収入・社会保障給付

の増加Jにより「自立Jした世帯は、全体の 3分

の1に過ぎないことになる。

これを母子世帯だけに限定してみると、「稜融

収入の増加・働き手の転入J43.5%、「社会保障

給付の増加J3.2%、「仕送りの増加・親類等の引

き取りJ3‘2%、「施設入所J1.6%、「転出J24.2 

%、「その他J24.2%ということになる O

「転出Jと「その他Jがいずれも 4分の l程度

を占めているため、「自立Jした世帯は半数に留

まるが、「稼働収入等の増加」が43.5%を占める

点で、「自立」のし方が他の生保世帯とかなり異

なることがわかる。

しかしながら、これらの世帯も生活保護から離

脱するにあたって、生活保護基準を大幅に上田る

i収入を得ることによって「 が確かなものと

なったというわけではないo B市の場合、保護廃

止世帯から辞退届を受理している場合が多いが、

母子世帯の場合辞退屈の受理世帯割合は 74.2%

にのぼり、その「自立」がいまだおぼつかないも

のであることを予測させている。つまり、一応は

生活保護から離脱することになったが、その状態

は薄氷を踏むような危うさを持っているというこ

とであり、生活の再建にはまだ程遠い段階なので

あろう。

このような「自立Jであれ、「自立J世帯は、

平成 13年度の全保護世帯の 10%に過ぎない。母

子世帯だけで見れば 17.1%に上り、世帯類型中

も高くなっているが、 8割以上の世帯が「自立J

に結び、ついていないことになる。このような中で、

ケースワーカーは、母子世帯の「自立」閉害要因

をどのように見ているのであろうか。

( 2 )自立支援を行う上での障害・臨難

生活保護ケースワーカーからの聴き取りの中で、

よく耳にした用語の一つに「自立阻害要困Jとい

つ ある。生活保護世帯の自立支援や指導を

考える場合、自立を阻害している要因は何か、そ

の要閣を解消するためにどのような支援が有効か

と考えることは意味のあることであり、この用語

を手がかりにケースワーカーが目指しているもの

を探っていくことにしたい。彼らは母子世帯が生

活保護世帯に陥ったり、生活保護から抜け出せな

い要因を社会的なものと、個人的なものに分けて

見ている。

① 「社会的j要因

「女性だと 60歳以下、男性の場合65歳以下

が就労指導の対象になっているが、ケースワー

カーの持っている槽報では就労させるのには眼

界がある。ハローワークの活用も考えるが、

年齢者の求人は皆無に近く、そこに任せるわけ

にもいかなしリ (T託、 50歳代)、

「母子家庭の母競の場合、パート就労でせい

ぜい 5万円くらいの賃金であり、これでは生活

保護を蕗止することはできないJ(S)という

意見に代表されるように、母子世帯の自立にとっ

て躍用状況が厳しい上に、就労条件とりわけ不

安定な就労形態と低賃金が、生活保護からの離

脱を閤難にしている主要国であると感じている。

しかし藤用・就労上の問題はこれに留まらな

L 、。「子どもに手がかかるところに、就労する

ようにといっても無理があるJ(W)、「求職活

動をさせても、求人先で子供が病気になったと

きでも働けるかということを聞かれたりして、

なかなか就労に結び、つかないJ(Q)等、子ど

もの養育との関係で、保育所への入所などが難

しい場合、求職活動そのものも制限されること

も阻害要国であると考えている。

なお、ケースワーカーは、比較的就労時間が

短く高収入といわれているホステスなどへの就

労については、子どもの養育への影響などから

して、当然のことながら消極的である。

「夜の仕事はさせないようにしている。子ど

もを放置して、母親自身が遊びたいという動機

を持っている場合があるのでJ(Q)、「以前ホ

ステスなどをやっていた人が担当世帯に 3人い
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るが、もし良りたいと相談されたら、子どもを

抱えているから昼間の仕事にしなさいというだ

ろうJ(X) 

さらに護用上の問題は、社会保障の問題に直

結している。

「児童扶養手当がもう少し ければ生活保

護までこないのではないか。(女性の場合)パー

トでがんばっても月額 7~8 万円もらえばよい

ほうで、児童扶養手当のような社会保障のサポー

トがなければ、生活保護を受けないで生活して

いくのは難しいJ(P) 

② 「個人的」要因

〈健康障害〉

「母親が薬物依存症で入退院を繰り返してい

る、母親の入続中は悶崩している担母が子ども

の世話をするが、この祖母もアルコール依存症

で、子どもの前で飲酒をして、排個するJ、「生

活保護受給母子世帯に対して社会的な偏見があ

るために、母親が子どもに生活保護を受けてい

ることを隠、していることが多いが、そうした後

ろめたさがプレッシャーになり、うつ病になっ

たケースがあるJ(U) 

rm当している世帯の中の約 1割に当る、 8
件のアルコール依存症の患者を抱えているが、

昨年はアルコール依存症によって亡くなった人

が担当世帯の中でも 2件ある。仕事上の習慣か

らそのような状態になったのではないかJ(W)、

等の事例に見られるように、健康障害によって

自立が困難な世帯の多いことを伺わせるが、と

くに多くのケースワーカーが強調した鑓康障害

は、依存性の疾患や精神的な疾患によるもので

あった。

この他にすでに触れた事例のように、子ども

の知的障害と詞時に、母親自身の知的障害が疑

われるケースも多く、「自立Jにとっての阻害

要因になると見ている。

さらに「母子家庭の母親の中には、カラに閉

じこもってしまう人が多いように思う、また生

活保護を受けていることを近隣に知られたくな

いために、近所づきあいをしない人が多くなる

のではないかJ(P) というように、地域社会

から自らを切り離し、孤立した存哀になりつつ

ある場合も、自立にとってマイナスの要因であ

ると感じている。

〈債務問題など〉

「新規申請の段階でサラ金問題を抱えている

世帯は多い。生活保護を受給してからも、生活

に困ると我慢ができなくてすぐにサラ金から

借金をしてしまうJ(R) 

「昨年、新規に生活保護を受給した母子世帯

の中で、自己破産をした事例が3ケースか4ケー

スあるJ(X) 

「離婚原因として金銭のトラフソレによるもの

が多い。離婚した夫が(ギャンブノレなどで)

、が荒くて、生活が壊れるという事例は多い。

夫は大手の企業に勤めていたが、ギャンブ、ノレが

原因で多重債務に陥り、破産室告は受けたもの

の一部返済義務のある負債が残ったため、妻は

離婚して子どもとともに、郷里である B市に転

入し、生活保護を受給することになった事例を

担当しているJ(W) 

になった理由として、暴力や犯罪が絡

んでいる場合が多い。 担当ケースの中で前夫、

前前夫が服役している事例が3例あり、そのう

ちの 1件は前夫が近々出所の予定で、母親はそ

の後どうなるか不安であるといっているJ(W) 

「自立紐筈嬰関」を一応「社会的」なものと

「個人的Jなものに分けて見てきたが、もとよ

り両方がはっきり分けられるものではなく、複

雑に関連しあっている。

ケースワーカーの多くは、「個人的要悶は母

親の生育環境のなかで形成されたもので、その

ような環境が劣悪であったとすればそれは社会

的なものJ(Y) というように、個人的な要国

も社会的に形成されていると考えている。

恵まれない生活環境の中で育った母親が多い

ことは、「母子世帯の母親が生活保護世帯の中

で育った事例は、全体の 1~ 2割ではないかj

(X)という意見に代表されるように、かなり

共通した見方になっているor母子世帯の扶養
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義務者の調査を行うと、親兄弟など競族の中で

現に生活保護を受けている人の割合は 1~2 割

くらいJ(P)という見方とも一致している。

そこで生活保護世帯で育つということは、ど

のようなハンディキャップを負うことになると

ケースワーカーは見ているのか、つぎに検討す

る。

(3)生活保護世帯で育つということ

① 生活保護の受給

iB市は地縁、血縁が薄い土地柄で離婚が多

い。離婚しでも父母等親族がサポートしてくれ

るとよいが、そのようなことが少ないことが、

生活保護の受給が多いことと関連していると

うJ(P) 

「貧留で困り果てて保護を受ける人は少なし、。

離婚届を出したついでに生活保護を申請すると

いう感覚である。結婚も簡単、離婚も簡単、生

活保護受給も簡単という感じJ(R) 

「夫と別れることが最良な選択だと思ってい

て、安易に離婚をして保護を受ける事例もある」

(8) 

母子世帯が生活保護を受けることについての、

ケースワーカーの意見の一端は上記のように、

やや否定的な見方となっている。

② 生活水準

次に生活保護の水準がどの程度であると考え

ているかを、「受給母子世帯の生活水準は、近

隣と比較してどの軽度と思いますか。一般社会

の中ではどうですかjという間の回答から見て

L 、こう。

中程度と考える人の意見は次の通りである。

a i子どもが多ければ保護費は高くなるが、

それ以外は「中』から『下』のほうではな

いかJ(P) 

b i子ども 1人の母子世帯の場合は r中の
下J、子ども 2人ならば f中』、子どもの数

がそれ以上ならば『中のよJJ、「中くらい、

一般世帯の場合、可処分所得に医療費がプ

ラスされるが、生活保護の場合は保護費全

てが処分所得であり、医療費がかからない」

(y) 

c i中以上ではないか。医療費の心配がな

いのが大きいJ(u) 

これらの意見に共通することは、子ども

が多ければ生活保護の水準は『中以上Jに

なるが、子どもが少ない場合は、『中以下J

になると見ている点である O さらに陸療費

の心配のないことも、生活水準が『中以上J

と感じる膿拠になっている。

生活保護世帯の生活水準が近隣や社会一

般の生活水準と比べても高いと考えている

ケースワーカーの意見は、以下の通りであ

るO

d i~上j の方。生活保護を受けていないと

盟主療費がかかる O 生活保護世帯は睦療費が

かからないから、とにかくよく病院に行く。

どものいる世帯は人数に比例して保護基

準額があがっていくのは、社会全体の中で

はそぐわないのではないかJ(X) 

e iB市の状況から見ても、社会全体から

見ても高い。(生活困窮世帯にしてみると)

地獄で仏に会ったような感じではないか。

(保護基準が高すぎるために)自立する

欲を喪失させてしまうから、『自立を阻害

するj悪法だと思うJ(8) 

f i一般世帯なら税金や保険料、自己負担

などがあるが、生保の場合援穣費の支払い

をしなくてよいので、一般世帯の生活水準

に比べてもずっと高いJ(T) 

これらの意見では、単に医療費の心配が

ないというだけではなく、税金や保険料、

諸自己負担が減免されていることに注目し、

それらを支払っている一般世帯より、生活

保護世帯の生活水準が結果的に高くなると

感じていることがわかる。

この点はいわゆる「貧困の盟Jの問題でも

あり、 eの指摘にみられる通り、生活に癌窮

していた世帯が生活保護を受給すると「地獄

に仏」の心境になることは容易に推測される。
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しかし、生活保護を受けていない貧困・低所

得世帯の医療費の支払いや保験料・自己負担

の支払いなどに、生活保護世帯に準じた減免

措置が講じられないならば、「貧困の畏Jか

ら脱出することができず、生活保護制度は

(反語的な意味で)I自立を組害する悪法Jと

いうことになる。いずれにしても、生活を生

活保護で守りながら「福祉依存jを克服し、

生活の再建をめざす自立支援のあり方が課題

なのであろう。

③ 子どもへの影響

生活保護を受けて育つことの影響はとりわけ

ども達にとって大きいであろう。ケースワー

カーは、この問題をどのように見ているであろ

うか

どもの人間形成に影響があると思う。一

般の人と比べて、(生活保護を受けたために)

生活のどこの部分が欠けるのか、それがどのよ

うな影響を及ぼすのか、教育・生活・健康など

のどこに現れるのかわからないことが怖い」

(V) 

どもは競の姿を見て育つ。親の保護を受

けている姿を見て育った子どもは保護に喪って

くる(ことがある)。保護を受けることは子ど

もにとってハンディキャップになることがある。

そのことが原悶でいじめを受けるケースもある。

(子脊て期に)生活保護を受けた世帯は、小学

校に入る前に自立して欲しい。そうでないと、

子どもは親の生き方を見ていて、困ったときは

生活保護に頼ればよいという育ち方をしていく

(ことが多い)J(X) 

I(生活保護世帯は)税金で食わせているとい

う潤囲の自の問題が大きいと思う。子どもは成

長すると生活保護を受けることの意味を理解す

るようになるが、それを気にして性格的にも影

響が現れるような気がするJ(P) 

「同世代の子どもと中卒後や高卒後の進路を

比較するとかなり違っていて、影響が出ている

と思うJ(Y) 

生活保護を受けていることの子どもに対する

影響について、ケースワーカーの意見は概して

ネガティブである。しかし「担当している母子

世帯でしっかりしている人は 2・3人いる。中

卒の人もいるから学歴だけのことではないと思

う。将来設計があって、仕事も自分の希望をしっ

かり持っていて捜すので、就労できている。そ

ういう世帯は家の中も片付いていて Fここの家

は安心だなJと思えるところがある。J(X)と

いう意見にも見られるように、生活保護を受け

ながらも、仕事、 おそらくは子脊てもしっ

かりやっている世帯は、どのケースワーカーの

担当世帯にもいるはずで、そのように「がんば

れる母親jを見て育つ子ど、もには、生活保護の

経験は必ずしもネガティブなものではないであ

ろう。

しかしながら生活保護を受けていることによっ

て、子どもがいじめを受けることがあるという

指擁や、周閣の厳しい自にさらされることによっ

て子どもが萎縮するといった問題は、社会的に

作られているものであり、したがって社会的に

解決することが求められる課題であろう。

(4 )社会的スキルの問題

生育環境に恵まれない状況を社会的なものと見

たよで、そのことが自立を阻害する偶人的な要因

にどのような形であらわれていると見ているので

あろうか。大部分のケースワーカーは、社会生活

安営む上で必要とされる生活のし方、就労に必要

とされる技能や態度、人間関係をめぐるスキル、

情報や協同のネットワークづくりの方法など、い

わゆる「社会的スキルjの不足・未熟さなどが、

健康などにそれほどの問題を抱えていないにもか

かわらず、「自立」が難しい世帯の母親の「阻害

要因Jと見ているように患われる。

ケースワーカーの多くは社会的スキルを、家捷

生活を営む上で必要とされる能力と、社会生活上

必要とされるものに分けて考えている。家躍生活

を切り盛りする上で必要とされるスキルとして、

いわゆる「掃除・洗濯・炊事Jに代表される家事

能力、育児・子育て能力およびその前提になる家
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計管理能力等が挙げられている。また対社会的ス

キルとしては、人間関係の基本となる人付き合い

と職業的能力について述べられている。

① 家庭生活上のスキル

〈家事・家計管理〉

家事・家計管理に関して見る場合、生活保護

世帯に支払われる扶助費は、冨が定めた最低限

度の生活費であるから、その範囲で生活を維持

することじたい、かなりの生計維持能力を必要

とするということを念頭に置く必要がある。つ

まり限られた収入の中で、しかも一般の世帯な

らば当然保有している預常念などのストックの

ゆとりもない状況で、「健壊で文化的な最低眼

度の生活」を維持するように能力を発揮しなけ

ればならないわけで、生活保護世帯にとっては

極めて重い課題を課すことになる。ケースワー

カーの心配は、そのような能力に不安を抱えて

いる世帯が多いという点にある。この件に関し

て触れているケースワーカーは 3名であるが、

家計管理の不安を、具体的に不急不要なものに

支出してしまう理由にまで言及したものもある。

「生活保護を受けていることを隠すために防

衛的な言動をすることがある。(自分の生活水

準を無視して、高額な衣服など)一般世帯と閉

じものを買うなどであるO 乱雑に放寵されてい

て使わない場合などもあるJ(む)

「生活保護費が収入認定の変更などで減額す

ることに対しては過敏だが、お金の捜い方は計

画ではない場合が多い。保護費が支給されると

1度に下ろして、次の支給日前にお金がないと

相談に来る世帯もあるJ(X) 

次lこ青児・子育てに関する意見を見ておこう。

〈育児・子育て〉

い言葉遣いなどは、子どもに影響を与え

る。母親だけに子育てを任せておくより、保育

関などで子供同士の交流経験を持たせ.ないと、

小学校入学を迎えた段階で子どもが戸惑ってか

わいそうだJ(Q) 

「親がだらしないと子どももそうなるのでは

ないかと心配になるO 親の中には子どもを育て

ょうという意思のない人がいて、そのことも心

配J(P) 

生活保護受給母子世帯の全てがそうであるわ

けではないが、子どもを育てるという意思と能

力に不安を感じる世帯があることも事実であろ

うO このような状況について次のように、母親

自身の脊ち方や、子どもの出産期の問題にその

理由を見出そうとするケースワーカーもいた。

「独り善がりで、臨分の母親や父親がちゃん

と育ててくれなかったとなじる事例が多し、。離

婚の原因も夫にあると責任そ他人に転嫁する績

向があるJ(W) 

「担当している母子世帯20件の平均的な第l

子出産主年齢は、 20歳前後。現在担当している

世帯の中で第 1子誕生が最も早い人は 19歳

( 1人)、最も遅い人が 23歳(2人)、あとの

17 人は 20 歳~22 歳で出産している。J (X) 

いわば「子どもが子どもを育てるJような状

況のもとでは、 のスキルの獲得もおぼつ

かない。さらに、子どもの教育や進路にかかわ

る次のような意見もみられる。

どもはフリーターが当たり前と考え勝ち

で、親もいいところ(安定した就労)につかせ

ようという気がないJ(Y) 

「親が、勉強のし方や教え方がわからなL¥i 

(R) 

争社会的スキル

〈親族・近隣等との人間関係〉

「生活保護世帯の場合、賭りの人に保護を受

けていることを知られたくないために、近所付

き合いをしない人が多いJ(P) 

「近所づきあいの苦手な人が多い。また、

活保護世帯どうしでは、仲良くなるケースは少

ないJ(W) 

「近所づきあい等ことごとく嫌い、人に干渉

されたくないと思っている人が多いJ(X) 

これらの意見は、とくに公営住宅地域を担当

しているケースワーカーのものである。この:t1!!

域は、生活保護を受給している世帯が比較的集

しており、しかもそれ以外の世帯の所得水準
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も生活保護世帯とあまりかわらない世帯が多いo

t也区f担当のケースワーカーのもとに、「だんな

(前夫)が出入りしているのに生活保護をもら

えるのか」といった匿名の投書が頻繁にある地

域でもある。

生活保護を受けていることを妬ましく思う階

層の人々が周辺に多くいると、生活保護を受け

ていることが単に「耳bずかしLリから隠、したい

というだけではなく、たとえ正当な理由によっ

て受けていたとしても過疫に防諾的になり、近

所づきあいを避けるようになっているという面

もあるように思われる O

また、上記の意見とはやや異なる次のような

もあった。

「生活保護世帯どうしで、自分たちに有利な

構報は交換し合っているみたいJ(T) 

「生活保護はどうしたら受けられるかという

ような槽報は、一部の家族だけで共有されてい

るのではないかJ(Q) 

生活保護の情報が住民の間でやり取りされる

ことを、ややネガティブに受け止めているよう

に見えるが、おそらくは正しい情報として流れ

ていないのではないかという心配によるもので

あろうO 襲名の投書をする人々にはおそらく

活保護に関する正しい情報が伝わっていないの

かもしれない。

近所づきあいが下手で苦手であるかもしれな

いが、社会生活を営んでいく上で、親族や近隣

との良好な人間関係を築き、それを基礎にイン

フォーマルな相互譲劫のネットワークを作るこ

とは、般の社会資源が乏しい生活保護世帯にとっ

ては重要なことではある O このような観点から

しても、むしろ正しい生活保護に関する構報が

住民全体に崩くようにすることは、指導・援助

の上での大事な課題であると思われる。

〈職業能力・求職スキル〉

就労することの難しさは、すでに触れたよう

に雇用情勢の厳しさや育児との両立の難しさが

基誌にあるが、社会的スキルに問題があるとい

う指摘もあった。

「客の応対など人間関係に関する社会的スキ

ルの低さが、就職の難しさ等につながっている

のではないかJ(C) 

「定職につくという意識があまりなく、 3ヶ

月ぐらいで(やめて)また次の仕事を探す」

(X) 

しかしさらに難しいのは、次に指摘されてい

るような開題である O

「仕事のスキルは仕事の中で、育つものだから、

仕事をしたことのない場合、このようなスキル

は育ちょうがない。J(R) 

多くの生活保護受給母子世帯は、中学・高校

を卒業後、数年の職業経験で結婚し、 20歳か

ら23歳までの間に第 l子を出産しているO そ

の後さらに出産する人もいるが、その子育て期

間中に夫婦関係と経済生活の破綻を経験し、

活保護受給に叢っている。したがって多くの母

親は、仕事を通して獲得できる職業能力や就労

上の規律、フォーマjレ・インフォーマルな人間

関係などのネットワークの構築を、ほとんど経

験していない場合が多い。 R氏が指摘するよう

に仕事の中で、育つスキルが、私達の社会生活を

営む上での社会的スキノレの大きな部分を占めて

いるから、そのような機会をどのように保障す

るかが関われなければならない。

3 自立支援の視点と現状

(1)母親に対する自立支援の視点、

①処遇方針

ケースワーカーが組当する世帯に関する自立

支援の計臨が、処遇方針であるo r母親の自立
助長に関する処遇方針はどのように決めていま

すかJという関に対する田答は次の通りである。

「母親が経済的なことで錨んでいるのか、

見のことで悩んでいるのかを考えながら検討す

るが、自分としては先ず子どもの状況を考える。

子どもに手がかかる時期に働くようにと指導し

でも無理なこともあるJ(X) 

「現在では、母親が働いて収入を上げ、『自立』

することは難しい状況になっている。子どもが
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独立する機会に自立を考えるのが現実的ではな

いかと思う。また再婚による自立についてもも

う少し考癒したほうがよいと思うJ(P) 

「母子家庭の場合、すぐに『自立』させるこ

とが重要。就労指導を促進するために、これま

での職醸を聞き、本人の就労意思の確認に努め

るJ(W) 

「道庁から来る処遇方針のモデルを参考にし

て立てている。包の付け所は、働けるかどうかJ

(Q) 

「先輩の類似世帯の処遇方針を参考にして決

めているJ(R) 

最初の 2人のケースワーカーは、母親の自立

助長に関する処遇方針という問に対して、子ど

もに視点を抱えて立案するという点で注目に値

する。のちに詳しく検討するが、母子世帯の生

活の再建を考える場合、子どもを視野に入れた

処遇方針を検討することの重要性が、実践的に

示されているO

3番目の意見も、子どもを視野に入れた意見

であるが、自立支援の方向は正反対のように見

える。彼の見方は、母子世帯の場合は、子ども

が就学するようになり、自分の世帯が生活保護

を受けていることが理解できるようになる段賠

で、子どもが「いじめjや虐待の被害を受けた

り、「引きこもりjや非行等の問題の原因にな

り得るので、なるべく短期間で生活保護を麗止

する方向で処遇方針を立てるということである。

母親が働いて生活保護を受けなくてよい状態

になるような条件があるのなら、こうした視点

も有効であるが、生活保護を受けながらも、子

どもが「いじめjの被害を受けないようにする

ことや弓iきこもりjに焔らないように支援・

援助することが、いま求められれていることの

ように思われるO

② 訪問活動で留意すること

処遇方針に沿って支援・援助活動を展開する

ために訪問活動が行われるが、「母子家庭の訪

問時のケースワークで一番留意することは何で

すか」という聞に対する回答は以下の通りであ

る。そこでの留意点は、「処遇方針」よりもは

るかに「就労指導」に収蝕されたものとなって

いる。

「就労指導をしている世帯はそのことが中心。

1に「仕事J、2に「子ども」、 3に「身内jの

3つの話しで終始しているJ(Q) 

「前回の指導状況を参考にして、処遇方針に

沿って話を関くようにしているJ(R) 

「相手の話を開くことに努める。これは自分

の育ちにも関錯していると患うが、そうした立

場の人達が理解できる。頭ごなしに指導する人

もいるが、それはまずいと思う。先室長からもそ

う指導されている。J(じ)

「就労が可能かどうかを判断するために、母

親の健康状態の把握J(V) 

「個別の事構の現状把躍が一番大事、その上

でなぜ現在の状況になっているのかを検討する。

親族との交流が少ないケースが多いので、母

親の両親と何とかつなげてやりたい。母親の母

親が、育児の一番の相談相手であると思うからJ

③就労指導

では実際には就労指導をどのように考え、行っ

ているのか。「母親の自立に関連して、就労に

ついてはどのような指導をしていますかJとい

う間に対する回答から見ておきたい。

「ケースワーカーとしては、母親が簡単に仕

事にっけないことはわかっている。仕事を探す

というプロセスが大切。そのような指導に従わ

ないことが問題だと思う。J(R) 

「ノ、ローワークを活用して、求職受付をさせ

る。その上で求職活動状況報告書を提出させ、

求職活動を行っていることを確認するJ(V) 

r 1度『ぬるま湯Jにつかると、就労意欲を
なくす。児童扶養手当が月額5万円くらいで、

あと 10万円稼がないと『自立Jできない。し

かしパートでは 5万円がせいぜいで、これでは

保護を打ちきることはできない。 10万円とれ

るところはなかなかない。これを逆手にとって、

いつまでも保護に『依存』できると考えている

のもいるのではないかJ(W) 
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「ケースワーカーが持っている就労に関する

情報は限られている。(雇用情勢が厳しくなっ

てきて)ハローワークに任せるのも隈界に来て

いるJ(U) 

「就労指導をする場合、こども(のことを考

えること)が一番大事J(S) 

「一般の人なら仕事につくことはそう難しい

ことではないが、(生活保護世帯の場合)言葉

づかいや態度など、今までの生活の中で培われ

てきたものが、急、にかわるわけではないので、

結果的に採用されない場合が多い。また、これ

までの人生の中での知り合いなどを通じて就職

のことを考えようとしても、人とのつながりの

能力に欠けることが多く、就職情報誌だけに頼つ

ての求職活動になってしまう。J(Q) 

訪問指導の中心が、母親の就労の可能性につ

いてのアセスメントであるとしても、実際の就

労指導は、麗用'情勢や保育所活用の可能性など

の課題が多く、それほど効果的に行われるわけ

ではない。それにもかかわらずケースワーカー

の多くが就労指導は重要であり力をいれるのは、

普通ならば働き盛りの年齢段階にあるために、

客観的な条件より先にそちらに自が向いてしま

うことによるものと思われる。

さらに周囲の生活保護受給母子世帯に対する

厳しい自もあり、求職の努力を不断におこなう

よう指示し、「福祉依存Jに陥らないかと心配

しているのである。

④ 健藤・家計管理

「鍵康問題・病気の治療に関してはどのよう

な対応をしていますか」、「家計管盟などに関し

てしては何らかの指導をしていますかJという

間に対する回答は次の通りである。

「だいたい皆健擦で、とくに指導・援助する

ことはないJ(Q) 

「訪問時に通説状況や痛状把謹に努めるよう

にしているJ(V) 

「病気を持っている人が、保護申請中に罷療

機関にかかれないと思っている場合がある。

どもの病気などはまったなしの問題なので、注

:意が必要J(R) 

「家計管理についての指導などはほとんどし

ていないが、子どもが給食費を滞納している場

合、学校から連絡があれば指導するようにして

いる。ケースワーカーをしていると、自分では

経験しないこと(たとえば多重債務など)がお

きるので、指導は難しいJ(P) 

「生活費が足りないと言う人には、家計簿を

つけるようにいうこともあるが、家計簿をつけ

ている人はいないと思うJ(R) 

fアルバイト収入などを申告しないケースが

ある。後でその返還を求めることになり、保護

費も減額されて大変になるのに、同じことを繰

り返す人が多いJ(W) 

「家計管理がしっかりしている人は、 (80世

帯のうち) 3・4世帯。残りの人はルーズで¥

保護費を 1度に下ろすことが多いJ(X) 

健康管理や家計管理に関する考え方は、ケー

スワーカーによってかなり異なっている。後に

詳しく検討するが、母子世帯の大部分は母親・

どもともに健麗不安を抱えていると思われる

が、健蔵管盟に対する援助の前提となる現状認

識でQ氏とR氏の見方はかなり違っているO ま

た家計管理については、その重要性は認識しつ

つも、プライパシーにかかわることもあってか、

なかなか指導・援助に結び付けられない課題の

ようである。

日々の消費のし方について、いちいち指導・

援助の対象にするべきであるとは思わないが、

生活保護受給中に、多額の負債を抱えているた

めに最低生活の維持が臨難であるといった問題

を抱えている事関などの場合、生活再建の観点

からみてもそのような問題を解決するためのサ

ポートは必要なことである。関係機関との連携

や調整を含めてケースワーカーが関わる部面は

多いと思われ、そのような状況を含めて家計管

理に対する指導・援助が検討される必要がある。

⑤ 扶蓑義務や異性問題への対応

「前夫や異性問題に関してどのように対応し

ていますかJという関に対する盟答は以下の通
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りである。

「本人からの聴き取りが中心。誤解を招くこ

とはしないようにと言うことは伝えるが、友人

づきあいとしての交際には(たとえ異性であっ

ても)介入しないJCP) 

「離婚した母子世帯でも、前夫が土・日曜日

に来る場合がある。母子世帯の保護費は多いの

で、前夫を内緒で養えると思う。父親として子

どもに会うぐらいは(ケースワーカーとしては)

ょいと思うが、周囲がそれを許さないJCR) 

「前夫からの養育費の仕送りがある場合、継

続に努めるよう指導する。異性問題の場合は、

事実確認し、結婚による「自立Jの可能性を検

討することもあるJC CV) 

「母子世帯で生活しているのに、子どもがで

きてしまうケースの場合、前夫に問題がある場

合が多いJCY) 

iC異性問題で)投書や欝告がよくあるが、福
祉事務所としてはただ聞くだけで、それに基づ

いて謂査をするようなことはなし、。そのような

事は母親にも伝えにくい。(結婚して)i寿」辞

退があってくれたほうがいL、から、異性関係に

はあまり立ち入らないようにしているJ(X) 

ケースワーカーの立場からすると、前夫を含

めて母親の異性との関係はプライパシーにも関

わる庇介な問題に違いないが、回答から推測す

るとかなり冷静に対処しているように盟、われる。

子どもの父親でもある前夫に関して子どもとの

交通権を認めることや、母親自身が異性と交醸

することは、生活保護を受給しているからといっ

て特別視するべき問題ではないと認識している

ケースワーカーが多いが、そのようなことを許

容しない局囲の自や投書・密告の類に悩まされ

ているように見える。

ケースワーカーがとくに生活保護受給母子世

帯の自立支援・指導を行う場合に、このような

潤屈の偏見や差別的な見方を変えて、自立支援

が効果的に行えるような環境づくりも課題であ

ろう。

(4 )子どもに対する働きかけ

生活保護受給母子世帯が自立をして行くと言う

場合に、母親とともに子どもの自立を視野に入れ

なければならない。世帯の自立支援・指導を行う

にあたって、ケースワーカーは子どもの状態をど

のように把握し、その支援や援助をどのように考

えているかを次に見ていきたい。

① 子どもとの接触

「あなたは生活保護世帯の子どもさんと接し

たことがありますか。また援助した場合はどの

ようなことですか」という質問に対する回答は

以下の通りである。

「小学3年生の登校拒否児に対応したことが

ある。特殊学級の通学を提案し、学校と母親で

相談するよう指導したが、うまくいかなかった。

母親が一生懸命にならないうまくいかないJ

CP) 
「子どもが専門学校への進学を希望している

のに、親が進学に拒苔的態度をとるケースがあっ

た。子どもより親の問題が大きいJ(S) 

「子どもがれ、じめ』にあっているケースを

担当したことがある。学校の先生と相談するよ

う指導した。家庭訪問で就学中の子どもと会う

機会は少なL、。乳幼児はあうことがあるが、表

情の暗い子が多いような気がするJ(R) 

「子どもがいれば声をかけるようにしている

が、親は子どもから(都合の態い)情報が漏れ

るのではないかと警戒する場合があるJ(W) 

「訪問した時にたまに会うと、学校の様子な

どを開くようにしている。女の子は比較的よく

答えてくれる。学校との接触は今のところない」

(X) 

「訪問したときに話すこともあるo (担当世帯

の子どもの)非行問題などに出会ったことはな

い。学校の接触もとくにないJ(V) 

「子どもと接触する機会はほとんどなしリ(u)

「担当している母子世帯では、非行などの問

題を抱えている子どもはいない。むしろ子ども

はしっかりしているのに、母親のほうが自立の

見通しなどまったくもてないケースが多い」、



生活保護受給母子被帯の自立支援課題 87 

「子どもとの関わりはあまりない。中学3年生

は卒業しでも進学して世帯に残るのであまり関

わりを持つ必要がない。高校3年生の場合は、

世帯を出る可能性があるので、進路を開くため

に会うようにしているJ(Q) 

就学中の子どもとの接触はあまり多くないこ

とは、ケースワーカーの訪問時間などとの関係

で推測できるが、就学部の子どもとの接触もあ

まり多くないように見える O

そのような中で接触する機会は、子どもが

「登校拒否」や「いじめ」などの問題を抱えて

いる場合と、中学や高校の卒業時に就労や転出

等の動きが出てくると想定される時期である。

このような問題が当面ない世帯は「子どもに

は問題がない」と受け止められているようであ

るが、それと同時に子どもに問題がある場合で

も、子どもの問題というよりは母親の問題と見

る傾向がある。

母親さえしっかりしていれば子どもは問題が

ないという、暗黙の了解を前提としていること

になるが、子どもには独自の問題がある場合が

多く、独自のケアが必要となる場合も多い。

② 子どもへのケア

「生活保護受給母子世帯の子どもが問題を抱

えている場合、誰がケアをすべきであると思い

ますかjこの間は、子ども間有の問題がある場

合、誰がそのケアを担うべきかを開いたもので

あるO

「本来は社会がすべきこと、ケースワーカー

では無理で、ある。親に養育能力がないために、

どもに問題が生じるのだから、子どもを親か

ら引き離して、施設で保護する方法を検討した

ほうがよい。ただしこの場合擁設から出た後の

受け血が問題になるJ(R) 

「子どもの問題は学校、子ども、親が中心に

なって対応すべき。ケースワーカーの役割は、

相談があったときに関係機関に紹介することで

ある。たまにケースワーカーが問題を発見して、

関係機関につなぐことはあるJ(P) 

「われわれだけでは対応できなLサ〉ら児童相

談所や学校との連携が必要。そのときケースワー

カーの役割は、児童相談所、学校、家庭の連絡

調整(をおこなうこと)J(X) 

この間に対しては 3名のケースワーカーのみ

が問答しているが、その意見を集約すると、

活保護ケースワーカーだけは問題を抱えた子ど

ものケアは難しいが、関係機関と連携し、連絡

調整を行うことで役割を果たしたいと考えてい

るようである O

このような視点は大切であるが、問題が生活

保護を受けざるを得ない生活困窮によって引き

起こされている場合、その実態については生活

保護ケースワーカーが最もよく把揮しているの

であるから、その閤有の問題状況を明らかにし、

そのためのケアのあり方を生活保護ケースワー

カーの立場から検討し、関係機関と連携して対

処することがさらに重要であると思われる。

(5)自立支援・指導に対する自己評価

以上見てきたように、生活保護受給母子世帯の

自立支援・指導は、母親と子どもの両方にたいす

るケアが必要な場合が多く、また生活保護世帯の

中では変動の多い世帯であるために、その自立支

援・指導は容易ではない。

「母子世帯の訪問や相談対応などは十分できて

いると曹、いますかJという質問によって訪問調査

や相談への対応に関する自己評価を見ると次のと

おりである。

① 訪問調査や相談対応の評価、

「あまりうまくいっていない。生活保護受給

中は、自動車の保有は原則として認められてい

ないが、所有している人がかなりいて困ってい

るJ(P) 

「訪問活動は計画より多めに行っているO 問

題が起こってしまった場合、たびたび相談のた

めに訪問する場合が多いJ(X) 

「訪問計画は完全に実施するようにしている。

棺談されたことはできるだけ早く回答するよう

にして、保留しないように努めている。ケース

ワーカーとして、できるだけ母子世帯の自立に



88 

役立つよう努めているJ(V) 

訪問活動は比較的計画通りにこなしていると

いう回答が多いが、自動車の保有など高齢世帯

などではあまり問題にならないことが、母子世

帯では一般的問題になっているために、なかな

かうまくし、かないと感じているケースワーカー

もいることがわかる O

最後に、聴き取り調査の中でケースワーカー

が、みずからの役割をどのように感じ、そうし

た役割に対する自己評価について述べているこ

とを整理すると次のようになるO

② ケースワーカーとしての役割評錨

「生活保護を受けている今が一番大変なので、

『先は開けている』という励ましが大事。

かけが重要な意味を持つι皆、う。自分のことを
思ってくれる人がいると思える事が大切で、、そ

のような(ケースワーカーの)存在は大きい」

(U) 

「できていないと思う。他人の人生や生活に

なかなか踏み込めないJ(R) 

「ケースワーカーの自立支援や指導はあまり

役立っているとは思えない。そのような指導指

示がなくともやっていける人が、自立していっ

ているJ(P) 

「ケースワーカーとしてはどうしようもない

事例もあり、(そのようなケースには)眼界を

感じる。しかし多くの母子世帯の場合、母親の

性格に問題がある人でも、人間らしく生きたい

という向上心がなくなっているわけではないの

で、それを励ますことは大事だと思う。(生活

保護世帯にとって)ケースワーカーの存在は大

きいと思う。ケースワーカーの考え方によって

自立支援の方向が決まると思うJ( (U) 

ケースワーカーの役割をめぐって、積極的な

役割があると考えている人と、現実にはあまり

役割を果たしていないのではないかと考える人

にわかれる。生活を再建しようとしている人々

に対して、その悩みや間難な状況を受け止め、

励ます存在としてその役割を積極的に評価しよ

うというのが前者の見方であろう。後者はブラ

イパシーを守ろうとすると、なかなか自立支援・

指導のためにその生活に踏み込めないし、生活

保護ケースワーカーだけではどうにもならない

問題を抱えている人々がいて、ケースワーカー

の役割そそれほど評価することはできないとい

うことであろう。

生活保護母子世帯に対する自立支援・指導を

効果的に行う上で、解決すべき課題は多い。

4 生活保護受給母子世帯に対する自立支援

の諜題

(1)社会的不利の現状と自立支援における「ず

れj の克服

部掲青木論文中の「貧関・不利の世代的再生産

の諸側面と連鎖の構造jの冒頭、健康と教育の移

転(世代的再生産)の問題を取り上げている。詳

細は本文を参照していただきたいが、生活保護受

給母子世帯(本文ではA階層の世帯)では、ほと

んどの世帯で、母親と子どもが瑞患や精神的疾患

など、漫性疾患による深刻な健康障害を抱えてお

り、知的発達の運れが疑われる子どもも、無視で

きない数で存在していることが報告されている。

また 15歳以上の中学卒業生の状況を見ると、

中卒でフリーター、高校中退、定時制や学力不足

でも入学可能な私立高校の在籍など、次世代の子

どものかなりの部分が、この段階ですでに人生上

の困難に直面していることがわかる。

このような状況から、生活保護受給母子世帯は、

単に経済的に貧困な状況におかれているだけでな

く、離婚と言う人生上の閤難を背負った、母親の

身体的・精神的健壊の問題、住宅問題(この場合

は圧倒的に高腫形式で狭い公営住宅問題)、およ

び日常的なケアや栄養状態の開題などを抱える存

在としてみる必要があり、そのような認識に基づ

いた自立支援・指導が計画され、取り組まれる必

要があることを示唆している O

聴き取り調査に協力いただいたケースワーカー

の多くは、このような状況について認識し、健康

問題や子どもの問題に習意し、指導に努力してい

る事例もかなりあった。
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しかしながら、母子世帯に対する処遇方針や自

立支援計闘になると、その柱は「就労指導Jに収

飲されてしまっているように見えるO

もちろん働くことによって生活を立て直すこと

は最重要の課題であり、母子世帯の母親の多くも

最も強く望んでいることには違いなL、。しかし現

はそのような顧いが実現できない諸困難が、生

活保護受給母子世帯の上に穣み重なって存在して

いるのであるO 母親の力だけでは取り除くことの

できない重圧を社会的支援の手を指りて取り除き、

再建を進める必要のある段階なのである O 処遇方

針なり自立支援計画は、たとえば倒壊しかかって

いる家屋の屋按瓦を一枚一枚取り除き、その負抱

を軽減した上で柱そ補強し、壁を塗りなおす作業

に似ている。

どのように働くことを望んだとしても、働くこ

とに関害になるような健康状態であったり、働く

ことによってかえって鍵療悪化を招くようなこと

があれば、長続きするはずがなく、自立に結び、つ

く就労とはいえない。

ところが閣は、男性は65歳未満、女性は60歳

未満を按働能力!寵と規定し、その能力活用を主眼

とする監査指導などをこれまで展開してきた。こ

の結果、 18歳未満の子どもと向居する母子世帯

は、同時に稼働能力世帯として位置付けられ、そ

の能力活用に基づく「自立Jが追求されてきたと

いってよい。このような留の方針が、錨々の世帯

の実情はさておき、自立支援口就労指導という額

一化の遠因となっているといってよい。

このような生活保護受給母子世帯の実態と自

支援計画の方向の「ずれJをなくしていくことが、

第1の課題であろう。

これまで検討したことを暗まえて、就労によっ

て自立をすることを難しくしている要因を整理す

ると、本人の健康状態、就労経験、技能や資格な

ど個人的な喪鴎だけでなく、事実上母親の手一つ

で行わざるをえない育児や子育ての重圧等の家族

的要因、麗用惜勢の悪化や就労条件の厳しさなど

外的・社会的要因が存在していた。

しかもそれぞれ要因が鶴々の世帯によってその

比重や濃淡が異なり、また関連のし方もさまざま

である。

したがって自立支援計画の基本的な柱がたとえ

母親の就労指導にあるとしても、単にハローワー

クに紹介するだけではなく、就労を閤難にしてい

る要因の一つ一つを評錨し、取り除く手建てが講

じられなければならない。もちろんその全てをケー

スワーカーがやるべきであるといっているわけで

はなく、個別の問題に応じた専門職や専門機関と

協議し、連携を図りつつ、可能な支援・援助を具

体的に計甑することである。

今、自立を困難にしている要因はさまざまであ

ると指摘したが、そうであるからといって生活保

護受給母子世帯に何の共通点もないといっている

のではない。むしろ困難のあらわれ方や問題の深

刻な影響などには共通点が多い。生活保護受給母

子世帯の場合、自立を臨害している開題の現実と、

援助・指導の「ずれjの影響を最も強く受ける存

在として、子ども達に注目する必要がある。

ケースワーカーの中に、処遇方針の立案に際し

て、先ず子どものことを中心に考えると答えた方

が何人かいたが、「子どもの最善の利益」の確保

が、必然的に育児・子育てを伴う母子家庭の場合

最も留意すべきことであることを、援助実践のな

かで獲得されたのだと思う。

「子どもの最善の利益jという視点から見れば、

母親が現状では就労しないほうがよいという場合

もあれば、就労することが利益にかなう場合もあ

るであろう。

このような視点から自立支援を考えようとする

ならば、意識的に子どもと接する機会をもとうと

するし、子どもを含んだ母子世帯全体の自立を視

野に入れることになる。

現状と支援・援助の「ずれ」の克醸は、親子の

「ずれjや母子世帯と社会の「ずれ」をも克賊す

ることになる。

(2)社会的スキルと社会的孤立からの離脱

ケースワーカーの多くが、「自立」阻害要関と

して「社会的スキルJの不足を指摘している。し
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かも「社会的スキルJが獲得できていない遠因は、

成長過程における貧しさなど本人では如侍ともし

がたい環境といった社会的なものによることもま

た、ケースワーカーによって認識されている O

しかしながら再考を要する点は、近隣との人間

関係を構築する上で必要とされる「人付き合い」

や、求職活動の擦に関われる「対人関係に必要な

、などのマナー」など、いわゆる「社会的

スキルJの不足が、母子世帯の多くが社会的に孤

立した存在になっている原因であると考えている

ことに関してである。もちろん現象的にはその通

りであるが、先述のように生活保護受給母子世帯

の中の、少なくとも 1割から 2部は母親の子ども

時代に生活保護を受けていたし、生活保護を受け

ないまでもその周辺層の世帯であったことは想像

に難くなく、「社会的スキル」が育ちにくい環境

のもとで成長したのである O

さらに彼女達の多くは、 19歳から 23歳までに

第 1子を出産するような、一般の人々の晩婚化傾

向からするとかなり早い年齢段階で結婚をしてい

るが、その夫とも離別して生活の場を移し、間窮

にあえぎ生活保護に救済を求めてきている。

この段階ですでに母親と子どもだけの世帯とし

て、社会的に弧立した存在になっている。その上

に、ケースワーカーも頭を悩ませるような、母子

世帯を標的にした非難や「密告Jにさらされ、殻

を堅くせざるをえない状況に追い込まれていると

見ることができる。つまり「社会的スキル」の不

足が、社会的孤立を招くと同時に、社会的に孤立

した状態に追い込まれることが、とりわけ「社会

的スキル」の不足を増幅すると考えるべきであろ

つO

「社会的スキル」を獲得すること、スキノレの水

準を上げることは独自の課題として、たとえば職

能訓績などと組み合わせて行うことは重要である

が、母子世帯が社会的に孤立した存在となってい

る、「社会的な原菌」が何かを館別に明らかにし、

それを取り除くことが一層重要である。

人々は社会生活を営んでいく上で孤立させられ

ている状態こそが、社会的不利・不平等の具体的

姿であると考えるから、今8の社会福祉の主要な

課題が「社会参加Jであり、「社会的統合Jぞめ

ざすことに焦点化されてきているのであろう。

本人の資質や能力にも問題があるかもしれない

が、生活圏窮の中にある母子世帯を孤立させてい

るのは、社会の側の問題であり、そうであるから

こそ社会的な解決が求められている課題なのであ

る。とくに留意する必要があることは、生活保護

受給母子世帯の子ども連が、「いじめ」や虐待に

ったり、円!きこもりj等によって学校や仲間、

親兄弟からも孤立してしまう場合が少なくないこ

とである。

このようなことを子どもの資質や能力の問題と

してしまうのではなく、何人かのケースワーカー

も述べているように、学校や関係機関と連携を取

りながら、社会的に解決を図っていくことが求め

られている。

地域社会や学校、親族・就労などのネットワー

クの中に、子どもも含めた生活保護受給母子世帯

を再統合することはそれほど簡単ではないが、そ

のことを通じて「社会的スキルJの獲縛や補強も

できていくのではないだろうか。

( 3) r楢祉依存J視点の克服

次に揺げる意見は、ケースワーカーに対する聴

き取り調査のなかで、生活保護制度の改善を要望

するもののうち、保護基準に関するものである。

「母子世帯だけのことではないが、動いたほう

が(生活保護を受けているときより)収入が低い

と就労意欲をそぐことになる O 保護費の高さが自

立の妨げになっている場合もある。(ケースワー

カーの)指示に従わない場合やきちんと生活をし

てもらうためには、アメリカの制度のように保護

の長期化を防ぐ意味からも、受給期間に期限を設

けてみてはどうかJ(Q) 

「保護基準を引き下げる。{働いたらうまみのあ

るようにするためJ(R) 

「多人数世帯の保護基準は絶対に変えて欲しいJ

(X) 

これらの意見は、先に見た生活保護受給母子世
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帯の生活水準に関するみ方とほぼ一致している。

共通している点の第1は、生活保護基準が保障

する生活水準が、母親が就労できそうなパート

金による生活に比しでかなり高いために、ワーク・

インセンティブを奪い、自立意欲に影響している

のではないかということである。

しかしこの点については、何人かのケースワー

カーも述べているように、生活保護制度の問題と

いうより不安定就労の賃金に問題があるように思

われる。保護費に関するケースワーカーの意見の

中には、消費のし方に問題があるのかもしれない

が、 1ヶ月間の生活費に不足するという相談を持

ち込む生活保護受給母子世帯がいることも語られ

ており、保護基準そのものが高い消費水準を保障

していると考えているわけではない。

第2には、生活保護世帯の場合、医療費が底療

扶助によって全額保障され、国民健康保険や国民

年金の保険料、一部の公共料金の減免など消費生

活面での軽減措罷があり、保護世帯の消費生活が、

受給していない生活保護朗辺層に比べてゆとりが

あると見ていることである O

したがって第3に、生活保護のこのような状況

は、生活保護への依存を深め、かえって「自立の

妨げJになると考えているように見えるO その文

脈上に「期限っきの保護Jが要望されている。い

わば「福祉依存Jに陥る前に保護を打ち切るよう

にというわけである O

しかしながら大部分のケースワーカーがみてい

るように、母子世帯が生活保護に「依存jするの

は、生活保護との関係が断たれると、保i食料の納

付から医療費の一部自己負担、公営住宅費を合む

公共料金の支払いなどが押し寄せてくるからであ

り、それを支払ってもなお子どもの教育費などを、

ゆとりを持って支払うことができる賃金の支払い

など、望むべくもないと母親達が考えているから

である O

ケースワーカーとして、福祉に依存しない

した生活の再建のために支援・援助をしようとす

ることは大事なことではあるが、そのためにも

「稿祉依存Jという不正確な概念とは一様を晒す

必要があるのだと思う。

今日では、ほとんど全ての人々の社会生活は、

社会保障制度に「依存」しながら営まれている。

しかし「年金依存」とか「健鹿保険依存」などと

いう表現はしない。また、社会そのものが相互依

存的な関係であり、「依存Jなしに自律的に存在

するものなどないといってよいが、だからといっ

て普通に生活している人々を「相互依存者」など

とも言わない。このような中にあって生活保護だ

けが「描社依序」として、区別され、偏見にさら

されることに対して、補祉事務所として、ケース

ワーカーとして、どのような対応が求められてい

るのであろうか。

、えば住民の生活保護への偏見をいかに

して取り除くのかということであろう。このこと

は決して簡単なことではないが、住民揺祉の向上

をめざすまちづくりに住民全てが社会参加をして

こそ、全ての人々にとって住みやすい社会が実現

するのであるから、住民間士のバリアは克服しな

ければならない課題である。

そのための日常的な取り組みの一つは、生活保

護も社会保障制度の大事な制度であり、その正し

い情報を住民に提供することであろう。何でも

活保護で対応すればよいといっているのではなく、

生活保護受給母子世帯のように、これからの社会

をになう子育てを行っている家族号、貧困と偏見

の中でおくことのデメリットを克服する必要があ

り、そのためには間違った情報に基づく偏見を取

除く必要があるということである。社会福祉や社

会保障のJ清報と問じように、生活保護制度の矯報

も住民へ積極的に公開すべきであろう。もちろん

生活保護を受けている人々のプライパシーは、厳

に守られなければならないが、制度に対する正し

い理解は、そこから派生する問題を正しく見なお

す契機になるはずである。

生活保護基準にも満たない給与の支払いしか受

けられないとか、年金の給付額が生活保護基準以

下であるとするならば、そのことが不正常なので

あり、生活保護だけが責めを負う問題ではないの

である。
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さらに生活保護基準と変わらない生活水準にあ

る低所得層が、何の福祉的配意もされないとする

ならば、そのような不平等をどのように改善する

べきかが問われなければならない。

B市の場合、われわれにこのような調査の機会

を与えてくだ主り、利用者、ケースワーカ一、民

生委員の皆さん方が協力していただいた結果、こ

のような報告ができたが、こうした取り組みは生

活保護に対する偏見や差別を取除く一歩になって

いると盟、う。

忙しい中をご協力をいただいた皆さんに感謝を

申し上げ、ケースワーカーの皆さんの聴き取り調

査に基づく報告を閉じたい。

(法政大学現代福祉学部教授)


